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　東北地方太平洋沖地震でお亡くなりになられたかたがたに哀悼の
意を表するとともに、被災された皆さんにお見舞いを申し上げます。
　また、現在行方不明のかたがたがお一人でも多く無事に救出・発見
されますことを、心からお祈り申し上げています。
　３月11日の「東北地方太平洋沖地震」発生時には、予算特別委員会
の開催中でしたが、本市でも緩やかな揺れを感じました。
　第一報が入り、直ちに委員会を中断し、気象庁発表の津波注意報の
発表に伴い、いち早く「芦屋市災害警戒本部」を設置、防災行政無線で
市民の皆さんへ注意喚起の情報発信を行ったところです。
　今回は幸い本市の被害はありませんでしたが、次々に報道される
広範囲な被災地域の計り知れない被害状況に、私は16年前の「阪神・
淡路大震災」の光景と重なる思いがいたしました。
　阪神・淡路大震災では、甚大な被害を受けた本市に、全国各地から
とても温かい支援をいただきました。そのときの感謝の気持ちを、
今も忘れることはできません。
　本市は震災を経験した数少ない自治体として、今回の地震の被災
地に対し、職員派遣や機材・物資の提供ほか、継続的にできる限りの
支援をしていきます。
　すでに地震発生当日から、〈緊急消防援助隊〉として救急救命士・救
急車を第４次隊まで派遣（宮城県等）、以降も職員を〈応急給水支援〉と
して宮城県塩竃市へ、〈災害対策本部業務支援〉として青森県八戸市へ、
〈下水道管路被害調査支援〉として宮城県へ派遣しました。　また救援
物資も、福島県二本松市からの要請に応じ備蓄の飲料水・食料品・粉
ミルク・紙おむつ・毛布・生活用品・マスク等を送りました。
　さらに、被災者への市営住宅の提供や、義援金の募金箱の設置ほか、
３月22日には「芦屋市被災地支援対策本部会議」を設置、今後ともでき
る限りの支援をしていけるよう支援体制を整えました。
　義援金やボランティア支援のお問い合わせも数多くいただいてお
り、市民の皆さんの温かいお気持ちに感謝しています。
　ボランティア支援活動が開始できるようになりましたら、ぜひと
もフェニックス基金もご活用いただきたいと考えています。
　最後になりましたが、市民の皆さんにおかれましては、いま一度、
身の回りの防災用品や非常用品の確認をお願いしたいと思います。
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市
内
の
県
営
住
宅
の
う
ち
、市
が
管
理

す
る
四
戸
を
被
災
者
用
住
宅
と
し
て
提
供
、

三
月
二
十
二
日
か
ら
住
宅
課
で
受
け
付
け

を
開
始
し
ま
し
た
。
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今
回
の
義
援
金
の
募
集
に
当
た
り
、本

市
で
は
各
団
体
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、

「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
災
害
義
援
金

募
集
委
員
会
」を
設
置
し
、広
く
義
援
金
を

募
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

三
月
十
五
日
か
ら
、市
内
公
共
機
関
各

所
に
募
金
箱
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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芦
屋
市
／
芦
屋
市
環
境
衛
生
協
会
／
芦

屋
観
光
協
会
／
国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
芦

屋
／
芦
屋
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
連

絡
協
議
会
／
芦
屋
市
自
治
会
連
合
会
／
芦

屋
市
商
工
会
／
芦
屋
市
消
費
者
協
会
／
芦

屋
ス
カ
ウ
ト
育
成
会
／
芦
屋
市
赤
十
字
奉

仕
団
／
芦
屋
動
物
愛
護
協
会
／
芦
屋
市
Ｐ

Ｔ
Ａ
協
議
会
／
芦
屋
市
婦
人
会
／
芦
屋
市

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会 

　

三
月
十
一
日（
金
）午
後
二
時
四
十
六
分
、

東
北
地
方
三
陸
沖
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
９
・
０
の
巨
大
地
震
が
発
生
し
、

東
北
地
方
を
中
心
に
甚
大
な
被
害
が
出
て

い
ま
す
。本
市
で
は
、市
長
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、被
災
市
と
し
て
の

経
験
と
教
訓
を
踏
ま
え
、で
き
る
限
り
の

支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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す
で
に
、地
震
発
生
の
当
日
に
は〈
第
一

次
・
緊
急
消
防
援
助
隊
〉三
人
を
、同
十
四

日
に
は〈
第
二
次
・
緊
急
消
防
援
助
隊
〉三

人
と〈
応
急
給
水
支
援
〉四
人
を
、十
六
日

に
は〈
災
害
対
策
本
部
業
務
支
援
〉二
人
を

派
遣
し
、十
八
日
・
二
十
二
日
に
も
第
三

次
・
第
四
次〈
緊
急
消
防
援
助
隊
〉各
四
人
、

二
十
二
日
に
は〈
下
水
道
管
路
被
害
調
査

支
援
〉と
し
て
職
員
二
人
を
、被
災
地（
宮

城
県
）へ
向
け
て
派
遣
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、要
請
に
応
じ
て
被
災
地
へ
の

職
員
派
遣
を
続
け
て
い
く
予
定
で
す
。
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被
災
地
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、本
市
で

は
三
月
十
七
日
・
十
八
日
に
、そ
れ
ぞ
れ
備

蓄
の
飲
料
水
・
食
料
品
・
粉
ミ
ル
ク
・
紙
お

む
つ
・
毛
布
・
生
活
用
品
・
マ
ス
ク
等
を
、福

島
県
二
本
松
市
へ
送
り
ま
し
た
。
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今
後
、当
該

委
員
会
に
お

い
て
、被
災
地

の
か
た
が
た

の
支
援
と
復

興
に
有
効
に

活
用
す
る
た

め
、義
援
金
の

寄
贈
先
な
ど

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。な
お
、当
該
義
援

金
に
つ
い
て
は
、税
法
上
の
優
遇
措
置
等

の
適
用
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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前
記
義
援
金
の
募
金
箱
は
、次
の
窓
口

に
設
置
し
て
い
ま
す
。な
お
、設
置
終
了
期

日
に
つ
い
て
は
、現
在
未
定
で
す
。

　

市
役
所
受
付
／
お
困
り
で
す
課
／
市
民
課
／

課
税
課
／
保
険
医
療
助
成
課
／
保
健
福
祉
部
／

防
災
安
全
課
／
広
報
課
／
秘
書
課
／
行
政
経
営

課
／
環
境
課
／
市
議
会
事
務
局
／
経
済
課
／
水

道
部
／
消
防
本
部
／
芦
屋
病
院
／
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
／
ラ
ポ
ル
テ
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

／
上
宮
川
文
化
セ
ン
タ
ー
／
あ
し
や
市
民
活
動

セ
ン
タ
ー
／
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
／
総
合

公
園
／
み
ど
り
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
／

教
育
委
員
会
／
市
民
セ
ン
タ
ー
／
体
育
館
・
青
少

年
セ
ン
タ
ー
／
図
書
館
／
美
術
博
物
館
／
谷

崎
潤
一
郎
記
念
館
／
打
出
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー

／
海
浜
公
園
プ
ー
ル
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四
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
の
間
、皆
さ

ん
か
ら
の
救
援
物
資
を
、市
役
所
東
側
の

旧
消
防
庁
舎
前
で
、午
前
九
時
三
十
分
〜

午
後
四
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

　

品
目
は
、飲
料
水
・
粉
ミ
ル
ク
・
紙
お
む

つ
・
離
乳
食
・
哺
乳
ビ
ン
・
ウ
ェ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
生
理
用
品
の
七
品
目
の
み

で
、未
使
用
・
未
開
封
の
も
の
に
限
り
ま
す
。
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被
災
地
で
は
、自
衛
隊
や
警
察
暑
・
消
防

署
・
官
公
庁
・
各
国
の
救
援
隊
な
ど
が
救
護

活
動
に
全
力
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、被
害

が
甚
大
で
あ
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け

入
れ
る
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
だ
余
震
が
断
続
的
に
発
生
し
て
い
る

状
況
で
あ
り
、被
災
地
に
は
、現
在
の
と
こ

ろ
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
地
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ニ
ー
ズ

が
確
認
さ
れ
た
段
階
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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　市の地域福祉課では、日本赤十字社
の募金活動をご紹介しています。
　日本赤十字社の義援金については、
半券をもって「受領書」とさせていた
だいています。また、物品での寄附は
受け付けていません。
　本寄附金については、個人の所得税
控除および法人税の寄附金控除の対象
となります。
　また、個人住民税の寄附金控除の対
象ともなります。
���　３月12日～９月30日
���　日本赤十字社東北関東大震災
　　　　義援金／郵便振替 0014-8-507
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